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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水上航行時に水から揚力を受けるためのフラップが車両本体の進行方向前方側において
展開および収納可能に設けられて成る水陸両用車において、
　前記フラップは、前記車両本体の前面に近接するように収納される下段フラップと、前
記車両本体の上面に近接するように収納される上段フラップとを有するものであり、
　前記下段フラップおよび前記上段フラップの少なくとも一方は、第一のフラップ部材と
第二のフラップ部材とを有して車両幅方向と直交する方向におけるフラップ長さを可変に
構成されており、
　前記フラップを展開および収納する駆動装置と、
　水上を移動する際の航行状態を検出可能な航行状態検出装置と、
　前記航行状態検出装置の検出結果に基づいて、前記駆動装置の駆動を制御する制御装置
と、を備え、
　前記制御装置は、前記航行状態検出装置によって航行状態が浮航状態であることが検出
されると、前記フラップ長さが長くなるように前記駆動装置を動作し、前記航行状態検出
装置によって航行状態が滑走状態であることが検出されると、前記フラップ長さが短くな
るように前記駆動装置を動作するものであることを特徴とする水陸両用車。
【請求項２】
　前記第一のフラップ部材と前記第二のフラップ部材とは、互いに摺動可能に接続されて
おり、
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　前記フラップは、前記第一のフラップ部材と前記第二のフラップ部材との摺動動作によ
り、前記フラップ長さを可変に構成されることを特徴とする請求項１に記載の水陸両用車
。
【請求項３】
　前記下段フラップには、前記水陸両用車の装輪との干渉を回避するための切り欠き部が
設けられていることを特徴とする請求項１に記載の水陸両用車。
【請求項４】
　前記下段フラップは、前記第一のフラップ部材と前記第二のフラップ部材とを有して前
記車両幅方向と直交する方向における前記フラップ長さを可変に構成されており、
　前記第一のフラップ部材は、前記車両本体に接続されており、
　前記第二のフラップ部材は、前記第一のフラップ部材よりも前記車両幅方向に広く、前
記第一のフラップ部材に対して摺動可能に接続されている請求項３に記載の水陸両用車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水陸両用車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水上および陸上における移動が可能な水陸両用車は、水難救助車や災害対策車両などと
して使われることがあり、このような水陸両用車には、目的地へ早く到着することが求め
られている。そこで、例えば、水陸両用車にフラップを設けることにより、水上航行時の
移動速度を増加し、目的地までの移動時間（水上航行の移動時間）を短縮することができ
る。
【０００３】
　ここで、フラップは、水陸両用車の水上航行時において水から揚力を受け易くするため
の板状部材であり、水陸両用車の進行方向前方側へ向って鉛直方向上側に傾斜して設けら
れ、水面と接触する角度（接触角度）が小さく設定された面（フラップ面）を有する。フ
ラップが設けられた水陸両用車は、水上航行時において喫水の深い浮航状態から喫水の浅
い滑走状態へ移行して水上を航行することができるようになるので、水上航行時の移動速
度を増加することができる。
【０００４】
　フラップには、車両本体の進行方向前方側において展開および収納可能に設けられる収
納式フラップがある。収納式フラップを採用した水陸両用車は、駆動機構によって当該フ
ラップを車両本体から離れるように展開することにより、水上航行時においては滑走状態
で航行することができ、駆動機構によって当該フラップを車両本体に近接するように収納
することにより、陸上走行時においてはフラップと段差等との接触を回避して走行するこ
とができる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－１２７１８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような収納式フラップを採用した水陸両用車において、水上航行の移動時間を更に
短縮することが求められた場合には、収納式フラップを長大化することにより、水上航行
時において水からの揚力を更に受け易いものとし、浮航状態から滑走状態へ効率的に移行
することができるようになる。
【０００７】
　しかし、車両本体の上面から突出して運転席が設けられた水陸両用車等においては、収
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納式フラップを収納するスペースが制限されており、当該収納式フラップを適切に収納す
ることができないことがある。つまり、長大化した収納フラップが収納時に運転席等と干
渉してしまう場合には、当該水陸両用車のフラップを長大化することができない。
【０００８】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、フラップを長大化すると共に適切に収納す
ることができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する第一の発明に係る水陸両用車は、水上航行時に水から揚力を受ける
ためのフラップが車両本体の進行方向前方側において展開および収納可能に設けられて成
る水陸両用車において、前記フラップは、前記車両本体の前面に近接するように収納され
る下段フラップと、前記車両本体の上面に近接するように収納される上段フラップとを有
するものであり、前記下段フラップおよび前記上段フラップの少なくとも一方は、第一の
フラップ部材と第二のフラップ部材とを有して車両幅方向と直交する方向におけるフラッ
プ長さを可変に構成されて成るものであることを特徴とする。
【００１０】
　上記課題を解決する第二の発明に係る水陸両用車は、第一の発明に係る水陸両用車にお
いて、前記第一のフラップ部材と前記第二のフラップ部材とは、互いに摺動可能に接続さ
れて成るものであり、前記フラップは、前記第一のフラップ部材と前記第二のフラップ部
材との摺動動作により、前記フラップ長さを可変に構成されるものであることを特徴とす
る。
【００１１】
　上記課題を解決する第三の発明に係る水陸両用車は、第一の発明に係る水陸両用車にお
いて、前記第一のフラップ部材と前記第二のフラップ部材とは、互いに回転可能に接続さ
れて成るものであり、前記フラップは、前記第一のフラップ部材と前記第二のフラップ部
材との回転動作により、前記フラップ長さを可変に構成されるものであることを特徴とす
る。
【００１２】
　第一の発明に係る水陸両用車は、前記フラップを展開および収納する駆動装置と、水上
を移動する際の航行状態を検出可能な航行状態検出装置と、前記航行状態検出装置の検出
結果に基づいて、前記駆動装置の駆動を制御する制御装置とを備えたことを特徴とする。
【００１３】
　第一の発明に係る水陸両用車において、前記制御装置は、前記航行状態検出装置によっ
て航行状態が浮航状態であることが検出されると、前記フラップ長さが長くなるように前
記駆動装置を動作し、前記航行状態検出装置によって航行状態が滑走状態であることが検
出されると、前記フラップ長さが短くなるように前記駆動装置を動作するものであること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　第一の発明に係る水陸両用車によれば、フラップを長大化すると共に適切に収納するこ
とができる。また、フラップを長大化することにより、水陸両用車の水上航行時において
揚力を増大できるため効率的に滑走領域に達することができ、さらに、長大化したフラッ
プと水面（喫水線）との接触角度を小さく設定することにより、水陸両用車の水上航行時
において抵抗を小さくできるためより効率的に滑走領域に達することができる。
【００１５】
　第二の発明に係る水陸両用車によれば、長大化すると共に適切に収納することができる
フラップを簡易な構成とすることができる。
【００１６】
　第三の発明に係る水陸両用車によれば、長大化すると共に適切に収納することができる
フラップを簡易な構成とすることができる。
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【００１７】
　第四の発明に係る水陸両用車によれば、水陸両用車の航行状態（浮航状態、滑走状態等
）に応じて、フラップを適切に展開および収納することができる。
【００１８】
　第五の発明に係る水陸両用車によれば、水陸両用車の航行状態が浮航状態または滑走状
態である場合において、フラップをそれぞれ適切に展開および収納し、水上を効率的に航
行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施例１に係る水陸両用車の構造（陸上走行時）を示す説明図である。
【図２】実施例１に係る水陸両用車の構造（水上航行時における浮航状態）を示す説明図
である。
【図３】実施例１に係る水陸両用車の構造（水上航行時における滑走状態）を示す説明図
である。
【図４】実施例１に係る水陸両用車に備えられるフラップの構造を示す説明図である。
【図５】実施例１に係る水陸両用車に備えられるフラップの動作を制御する制御装置のブ
ロック図である。
【図６】実施例１に係る水陸両用車に備えられるフラップの構造を変更した例を示す説明
図である。
【図７】実施例２に係る水陸両用車の構造（陸上走行時）を示す説明図である。
【図８】実施例２に係る水陸両用車の構造（水上航行時における浮航状態）を示す説明図
である。
【図９】実施例２に係る水陸両用車の構造（水上航行時における滑走状態）を示す説明図
である。
【図１０】実施例２に係る水陸両用車に備えられるフラップの構造を示す説明図である。
【図１１】実施例２に係る水陸両用車に備えられるフラップの動作を制御する制御装置の
ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、本発明に係る水陸両用車の実施例について、添付図面を参照して詳細に説明す
る。もちろん、本発明は以下の実施例に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各
種変更が可能であることは言うまでもない。
【００２１】
［実施例１］
　本発明の実施例１に係る水陸両用車の構造について、図１から図５を参照して説明する
。
【００２２】
　図１に示すように、水陸両用車１は、車両本体１１の下部に装輪（または装軌）１２を
備えており、この装輪１２を図示しない駆動源によって駆動することにより、陸上を走行
することができるようになっている。また、水陸両用車１は、図示しないプロペラを備え
ており、このプロペラを図示しない駆動源によって駆動することにより、水上を航行する
ことができるようになっている（図２参照）。つまり、水陸両用車１は、水上および陸上
における移動が可能なものである。
【００２３】
　図２に示すように、水陸両用車１には、水上航行時において水から揚力を受け易くする
ためのフラップ（板状部材）１３が車両本体１１の進行方向前方側（図２においては、右
方側）に設けられている。よって、水陸両用車１は、水上航行時においてフラップ１３に
よって水から揚力を受けることにより、その航行状態を喫水の深い浮航状態から喫水の浅
い滑走状態へと移行させて水上を航行することができる。
【００２４】
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　図１および図２に示すように、フラップ１３は、車両本体１１に対して展開および収納
可能なもの（収納式フラップ）であり、車両本体１１の前面１１ａに近接する（接する）
ように収納される下段フラップ２１と、車両本体１１の上面１１ｂに近接する（接する）
ように収納される上段フラップ２２とから概略構成されている。
【００２５】
　図１、図２および図４に示すように、下段フラップ２１は、略Ｔ字形状の板状部材であ
り、その幅の狭い下端縁２１ａがヒンジ２３を介して車両本体１１の進行方向前方側にお
ける下端縁１１ｃと接続されて成る。また、下段フラップ２１は、当該下段フラップ２１
を車両本体１１に対して回転動作するための第一のフラップ駆動装置４１（図５参照）と
機械的に接続されており、車両本体１１に対して車両幅方向に延在する回転軸Ｃ1周りに
回転されるようになっている。
【００２６】
　図４に示すように、上段フラップ２２は、互いに摺動可能な第一の上段フラップ３１と
第二の上段フラップ３２とから概略構成されており、第一上段フラップ３１と第二上段フ
ラップ３２との摺動動作により、そのフラップ長さ（車両幅方向と直交して当該フラップ
（上段フラップ２２）が延在する方向における長さ）が可変に構成されている。
【００２７】
　第一上段フラップ３１は、略長方形状の板状部材であり、その下端縁３１ａがヒンジ２
４を介して下段フラップ２１における幅の広い上端縁２１ｂと接続されて成る。また、第
一上段フラップ３１は、当該第一上段フラップ３１を下段フラップ２１に対して回転動作
するための第二のフラップ駆動装置４２（図５参照）と機械的に接続されており、下段フ
ラップ２１に対して車両幅方向に延在する回転軸Ｃ2周りに回転されるようになっている
。
【００２８】
　第二上段フラップ３２は、略長方形状の板状部材であり、その後面３２ａが第一上段フ
ラップ３１の前面３１ｂと接して第一上段フラップ３１に対して摺動可能に接続されて成
る。また、第二上段フラップ３２は、第二上段フラップ３２を第一上段フラップ３１に対
して摺動動作するための第三のフラップ駆動装置４３（図５参照）と機械的に接続されて
おり、第一上段フラップ３１に対してＶ１軸方向（車両幅方向と直交して上段フラップ２
２（第一上段フラップ３１および第二上段フラップ３２）が延在する方向）に摺動される
ようになっている。
【００２９】
　よって、上段フラップ２２は、第二上段フラップ３２が第一上段フラップ３１に対して
重なり合うように収納された短尺状態（図５においては、二点鎖線で示す状態）において
、従来のものと略同等のフラップ長さＬ22Aを有し、第二上段フラップ３２が第一上段フ
ラップ３１に対してずれるように展開された長尺状態（図５においては、実線で示す状態
）において、従来のものよりも長いフラップ長さＬ22Bを有する。
【００３０】
　図５に示すように、水陸両用車１には、フラップ１３の動作（展開および収納）を制御
するための制御装置４４が設けられている。制御装置４４は、第一のフラップ駆動装置４
１、第二のフラップ駆動装置４２および第三のフラップ駆動装置４３とそれぞれ電気的に
接続されており、これら第一のフラップ駆動装置４１、第二のフラップ駆動装置４２およ
び第三のフラップ駆動装置４３の駆動をそれぞれ独立して制御することができるようにな
っている。
【００３１】
　ここで、第一のフラップ駆動装置４１、第二のフラップ駆動装置４２および第三のフラ
ップ駆動装置４３としては、種々の駆動源および機構等をそれぞれ採用することができる
。例えば、駆動源としての油圧シリンダ（伸縮部材）を部材間（車両本体１１と下段フラ
ップ２１との間、下段フラップ２１と第一上段フラップ３１との間、第一上段フラップ３
１と第二上段フラップ３２との間）に設けることにより、油圧シリンダの伸縮動作を利用
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して部材間の回転動作および摺動動作を行うことができる。また、例えば、駆動源として
のモータ（動力発生機）およびギヤ機構（またはワイヤ機構）を部材間（車両本体１１と
下段フラップ２１との間、下段フラップ２１と第一上段フラップ３１との間、第一上段フ
ラップ３１と第二上段フラップ３２との間）に設けることにより、モータの回転動作を利
用して部材間の回転動作および摺動動作を行うことができる。
【００３２】
　また、図５に示すように、水陸両用車１には、当該水陸両用車１の移動状態（水上航行
または陸上走行等）を検出可能な移動状態検出装置４５と、水上航行時における水陸両用
車１の航行状態を検出可能な航行状態検出装置４６とが設けられている。移動状態検出手
段４５および航行状態検出装置４６は、制御装置４４とそれぞれ電気的に接続されており
、制御装置４４は、移動状態検出４５および航行状態検出装置４６の検出結果に基づいて
、第一のフラップ駆動装置４１、第二のフラップ駆動装置４２および第三のフラップ駆動
装置４３の駆動をそれぞれ制御するようになっている。
【００３３】
　ここで、移動状態検出装置４５および航行状態検出装置４６としては、種々のセンサ等
を採用することができる。例えば、移動状態検出装置４５としては、乗員が操作するスイ
ッチや水陸両用車１が進水したことを検出する水圧センサ等を採用することができ、航行
状態検出装置４６としては、水上航行における移動速度を検出する速度センサ等を採用す
ることができる。なお、航行状態検出装置４６として速度センサを採用した場合には、制
御装置４４は、水陸両用車１の水上航行時における移動速度が所定値未満である場合には
、水陸両用車１が浮航状態であると判断し、水陸両用車１の水上航行時における移動速度
が所定値以上である場合には、水陸両用車１が滑走状態であると判断する。
【００３４】
　本発明の実施例１に係る水陸両用車の動作について、図１から図５を参照して説明する
。
【００３５】
　まず、水陸両用車１が図示しない動力源によって装輪１２を駆動して陸上を走行してい
るとき、フラップ１３は全収納状態にある（図１参照）。
【００３６】
　全収納状態のフラップ１３は、下段フラップ２１が車両本体１１の前面１１ａに近接す
るように収納されると共に、上段フラップ２２が短尺状態で車両本体１１の上面１１ｂに
近接するように収納された状態である。
【００３７】
　続いて、例えば、水陸両用車１が進水して図示しない動力源によって図示しないプロペ
ラを駆動して水上を航行すると、移動状態検出装置４５は、水陸両用車１の移動状態が陸
上走行状態から水上航行状態へと移行したことを検出する（図２および図５参照）。
【００３８】
　また、水陸両用車１が陸上走行状態から水上航行状態へと移行した直後は、当該水陸両
用車１は喫水の深い浮航状態であるので、航行状態検出装置４６は、水陸両用車１の航行
状態が浮航状態であることを検出する。
【００３９】
　よって、制御装置４４は、これら移動状態検出装置４５および航行状態検出装置４６の
検出結果に基づいて、第一のフラップ駆動装置４１と第二のフラップ駆動装置４２と第三
のフラップ駆動装置４３とをそれぞれ駆動し、フラップ１３を全収納状態から全展開状態
へ変態する。
【００４０】
　全展開状態のフラップ１３は、下段フラップ２１が車両本体１１の前面１１ａから離れ
るように展開されると共に、上段フラップ２２が長尺状態で車両本体１１の上面１１ｂか
ら離れるように展開された状態である。
【００４１】
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　つまり、水陸両用車１が陸上走行状態から水上航行状態（浮航状態）へ移行すると、下
段フラップ２１が第一のフラップ駆動装置４１によって車両本体１１の前面１１ａから離
れるように展開されると共に、第一上段フラップ３１が第二のフラップ駆動装置４２によ
って車両本体１１の上面１１ｂから離れるように展開され、第二上段フラップ３２が第三
のフラップ駆動装置４３によって第一上段フラップ３１に対してずれるように展開される
。
【００４２】
　続いて、水陸両用車１が水上航行において増速して浮航状態から滑走状態へ移行すると
、航行状態検出装置４６は、水陸両用車１の航行状態が浮航状態から滑走状態へと移行し
たことを検出する（図３および図５参照）。
【００４３】
　よって、制御装置４４は、この航行状態検出装置４６の検出結果に基づいて、第三のフ
ラップ駆動装置４３だけを駆動し、フラップ１３を全展開状態から部分展開状態（部分収
納状態）へ変態する。
【００４４】
　部分展開状態（部分収納状態）のフラップ１３は、下段フラップ２１が車両本体１１の
前面１１ａから離れるように展開されると共に、上段フラップ２２が短尺状態で車両本体
１１の上面１１ｂから離れるように展開された状態である。
【００４５】
　つまり、水陸両用車１が水上航行状態において浮航状態から滑走状態へ移行すると、下
段フラップ２１および第一上段フラップ３１が展開されたままの状態で、第二上段フラッ
プ３２が第三のフラップ駆動装置４３によって第一上段フラップ３１に対して重なり合う
ように収納される。
【００４６】
　続いて、水陸両用車１が水上航行において減速して滑走状態から浮航状態へと移行する
と、航行状態検出装置４６は、水陸両用車１の航行状態が滑走状態から浮航状態へと移行
したことを検出する（図２および図５参照）。
【００４７】
　よって、制御装置４４は、この航行状態検出装置４６の検出結果に基づいて、第三のフ
ラップ駆動装置４３だけを駆動し、フラップ１３を部分展開状態（部分収納状態）から全
展開状態へ変態する。
【００４８】
　つまり、水陸両用車１が水上航行状態において滑走状態から浮航状態へ移行すると、下
段フラップ２１および第一上段フラップ３１が展開されたままの状態で、第二上段フラッ
プ３２が第三のフラップ駆動装置４３によって第一上段フラップ３１に対してずれるよう
に展開される。
【００４９】
　続いて、例えば、水陸両用車１が上陸して図示しない動力源によって装輪１２を駆動し
て陸上を走行すると、移動状態検出装置４５は、水陸両用車１の移動状態が水上航行状態
から陸上走行状態へと移行したことを検出する（図１および図５参照）。
【００５０】
　よって、制御装置４４は、この移動状態検出装置４５の検出結果に基づいて、第一のフ
ラップ駆動装置４１と第二のフラップ駆動装置４２と第三のフラップ駆動装置４３とをそ
れぞれ駆動し、フラップ１３を全展開状態から全収納状態へ変態する。
【００５１】
　つまり、水陸両用車１が水上航行状態（浮航状態）から陸上走行状態へ移行すると、第
二上段フラップ３２が第三のフラップ駆動装置４３によって第一上段フラップ３１に対し
て重なり合うように収納され、下段フラップ２１が第一のフラップ駆動装置４１によって
車両本体１１の前面１１ａに近接するように収納されると共に、第一上段フラップ３１（
上段フラップ２２）が第二のフラップ駆動装置４２によって車両本体１１の上面１１ｂに
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近接するように収納される。
【００５２】
　本実施例に係る水陸両用車１によれば、上段フラップ２２（フラップ１３）がそのフラ
ップ長さを可変に構成されているので、長尺状態の上段フラップ２２のフラップ長さＬ22

Bを従来のものよりも長く設定し、全展開状態のフラップ１３のフラップ長さＬ13を従来
のものよりも長く設定することができる（図４参照）。このように従来のものよりも長大
なフラップ１３を備えることにより、水陸両用車１は、水上航行時において従来のものよ
りも水からの揚力を受け易くなるので、従来のものよりも効率的に浮航状態から滑走状態
へと移行して目的地まで早く移動することができる。
【００５３】
　また、本実施例に係る水陸両用車１によれば、長大なフラップ１３を備えているので、
フラップ１３と水面（喫水線）１００との接触角度θ1を従来のものよりも小さく設定す
ることができる（図２参照）。このようにフラップ１３と水面（喫水線）１００との接触
角度θ1を小さく設定することにより、水陸両用車１は、水上航行時において従来のもの
よりも水の抵抗をより低減して航行することができるので、従来のものよりもより効率的
に浮航状態から滑走状態へ移行して目的地までより早く移動することができる。
【００５４】
　また、本実施例に係る水陸両用車１によれば、上段フラップ２２がそのフラップ長さを
可変に構成されているので、短尺状態の上段フラップ２２のフラップ長さＬ22Aを従来の
ものと略同等の長さに設定することができる（図１および図４参照）。このように短尺状
態の上段フラップ２２を従来のものと略同等のフラップ長さＬ22Aとすることにより、車
両本体１１の上面１１ｂから突出して設けられる運転席１４等と干渉させることなく、か
つ、運転席１４の車窓１４ａからの視界を妨げることなく、上段フラップ２２（第一上段
フラップ３１および第二上段フラップ３２）を車両本体１１の上面１１ｂに近接するよう
に収納することができる。
【００５５】
　また、本実施例に係る水陸両用車１によれば、短尺状態の上段フラップ２２（第一上段
フラップ３１および第二上段フラップ３２）を車両本体１１の上面１１ｂに近接するよう
に収納することができるので、下段フラップ２１を車両本体１１の前面１１ａに近接する
ように収納することができる（図１参照）。このように下段フラップ２１を車両本体１１
の前面１１ａに近接するように収納することにより、水陸両用車１は、陸上走行時におい
てフラップ１３（下段フラップ２１）を段差等と接触させることなく、陸上（不整地や段
差等）を走行することができる。
【００５６】
　また、本実施例に係る水陸両用車１によれば、上段フラップ２２（フラップ１３）がそ
のフラップ長さを可変に構成されているので、水陸両用車１の航行状態が滑走状態に移行
した際には、上段フラップ２２（フラップ１３）を短尺状態とすることにより、フラップ
１３の水面（喫水線）１００から突出する突出量Ｄ1を抑えることができる（図３参照）
。このように滑走状態においてフラップ１３の水面１００からの突出量Ｄ1を抑えること
により、水陸両用車１は、水上航行時において空気の抵抗を低減して航行することができ
るので、滑走状態で効率的に航行して目的地まで早く移動することができる。
【００５７】
　また、本実施例に係る水陸両用車１によれば、滑走状態において車両本体１１の前方部
が上向き（鉛直方向上側）に傾いたとしても、フラップ１３の水面１００からの突出量Ｄ

1を抑えることにより、運転席１４の車窓１４ａから水平方向における視界を良好に確保
することができる（図３参照）。
【００５８】
　本実施例においては、上段フラップ２２を互いに摺動可能な第一上段フラップ３１と第
二上段フラップ３２とから概略構成し、これら第一上段フラップ３１と第二上段フラップ
３２との摺動動作により、上段フラップ２２（フラップ１３）のフラップ長さを可変に構
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成している。もちろん、本発明は、本実施例の構成のものに限定されない。
【００５９】
　例えば、図６に示すように、上段フラップ１２２を互いに回転可能な第一上段フラップ
１３１と第二上段フラップ１３２とから概略構成し、これら第一上段フラップ１３１と第
二上段フラップ１３２との回転動作（第一上段フラップ１３１に対して第二上段フラップ
１３２を折り畳むように回転すること）により、上段フラップ１２２（フラップ１１３）
のフラップ長さを可変に構成しても良い。このような構成の収納式フラップ１１３は、図
示しない水陸両用車の車両本体とヒンジ１２３を介して回転軸Ｃ101周りに回転可能に接
続される下段フラップ１２１と、この下段フラップ１２１とヒンジ１２４を介して回転軸
Ｃ102周りに回転可能に接続される第一上段フラップ１３１と、この第一上段フラップ１
３１とヒンジ１２５を介して回転軸Ｃ103周りに回転可能に接続される第二上段フラップ
１３２とを備える。なお、上述した構成の収納式フラップ１１３を備えた水陸両用車は、
実施例１に係る水陸両用車１と同様の作用効果を奏することは言うまでもない。
【００６０】
　また、本実施例においては、下段フラップ２１（下段フラップ１２１）と装輪１２との
干渉を回避するために、下段フラップ２１を略Ｔ字形状に形成して当該下段フラップ２１
に切り欠き部２１ｃ（切り欠き部１２１ｃ）を設けている。もちろん、本発明は、本実施
例の構成のものに限定されない。例えば、装輪との干渉を回避する程度に下段フラップを
矩形形状に近い形状で形成しても良く、また、略Ｔ字形状に形成した下段フラップの切り
欠き部を水上航行時において閉塞可能な構成としても良い。
【００６１】
　また、本実施例においては、水陸両用車１の移動状態が水上航行状態または陸上走行状
態へ移行すると、移動状態検出装置４５がその移行状態を検出し、制御装置４４がその移
動状態検出装置４５の検出結果に基づいて第一のフラップ駆動装置４１、第二のフラップ
駆動装置４２および第三のフラップ駆動装置４３の駆動をそれぞれ制御するようにしてい
る。もちろん、本発明は、本実施例の動作のものに限定されない。例えば、制御装置が移
動状態検出装置であるスイッチの操作に基づいて第一のフラップ駆動装置、第二のフラッ
プ駆動装置および第三のフラップ駆動装置の駆動をそれぞれ制御するようにしても良く、
また、移動状態検出装置を水陸両用車の移動状態の移行を予測することができるものとし
、制御装置が水陸両用車の移動状態の移行前（直前）に第一のフラップ駆動装置、第二の
フラップ駆動装置および第三のフラップ駆動装置の駆動をそれぞれ制御するようにしても
良い。これらの動作によれば、例えば、水陸両用車が水上に浮いた状態においてフラップ
を収納することも可能である。
【００６２】
［実施例２］
　本発明の実施例２に係る水陸両用車の構造について、図７から図１１を参照して説明す
る。
【００６３】
　本実施例に係る水陸両用車は、フラップの構成を除いて、本発明の実施例１に係る水陸
両用車と同様な構造を有するものである。よって、本実施例に係る水陸両用車における実
施例１と同様な構造についての重複説明は適宜省略する。
【００６４】
　図７および図８に示すように、水陸両用車２０１には、水上航行時において水から揚力
を受け易くするためのフラップ（板状部材）２１３が設けられている。フラップ２１３は
、車両本体２１１に対して展開および収納可能なもの（収納式フラップ）であり、車両本
体２１１の前面２１１ａに近接する（接する）ように収納される下段フラップ２２１と、
車両本体２１１の上面２１１ｂに近接する（接する）ように収納される上段フラップ２２
２とから概略構成されている。
【００６５】
　図７、図８および図１０に示すように、下段フラップ２２１は、互いに摺動可能な第一
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下段フラップ２３１と第二下段フラップ２３２とから概略構成されており、第一下段フラ
ップ２３１と第二下段フラップ２３２との摺動動作により、そのフラップ長さ（車両幅方
向と直交して当該フラップ（下段フラップ２２１）が延在する方向における長さ）が可変
に構成されている。
【００６６】
　第一下段フラップ２３１は、幅の狭い略長方形状の板状部材であり、その下端縁２３１
ａがヒンジ２２３を介して車両本体２１１の進行方向前方側における下端縁２１１ｃと接
続されて成る。また、第一下段フラップ２３１は、当該第一下段フラップ２３１を車両本
体２１１に対して回転動作するための第一のフラップ駆動装置２４１（図１１参照）と機
械的に接続されており、車両本体２１１に対して車両幅方向に延在する回転軸Ｃ201周り
に回転されるようになっている。
【００６７】
　第二下段フラップ２３２は、幅の広い略長方形状の板状部材であり、その後面２３２ａ
が第一下段フラップ２３１の前面２３１ｂと接して第一下段フラップ２３１に対して摺動
可能に接続されて成る。また、第二下段フラップ２３２は、第二下段フラップ２３２を第
一下段フラップ２３１に対して摺動動作するための第二のフラップ駆動装置２４２（図１
１参照）と機械的に接続されており、第一下段フラップ２３１に対してＶ２０１軸方向（
車両幅方向と直交して下段フラップ２２１（第一下段フラップ２３１および第二下段フラ
ップ２３２）が延在する方向）に摺動されるようになっている。
【００６８】
　よって、下段フラップ２２１は、第二下段フラップ２３２が第一下段フラップ２３１に
対して重なり合うように収納された短尺状態（図１０においては、二点鎖線で示す状態）
において、従来のものと略同等のフラップ長さＬ221Aを有し、第二下段フラップ２３２が
第一下段フラップ２３１に対してずれるように展開された長尺状態（図１０においては、
実線で示す状態）において、従来のものよりも長いフラップ長さＬ221Bを有する。
【００６９】
　図１０に示すように、上段フラップ２２２は、略長方形状の板状部材であり、その下端
縁２２２ａがヒンジ２２４を介して第二下段フラップ２３２の上端縁２３２ｂと接続され
て成る。また、上段フラップ２２２は、当該上段フラップ２２２を第二下段フラップ２３
２に対して回転動作するための第三のフラップ駆動装置２４３（図１１参照）と機械的に
接続されており、下段フラップ２２１（第二下段フラップ２３１）に対して車両幅方向に
延在する回転軸Ｃ202周りに回転されるようになっている。
【００７０】
　図１１に示すように、水陸両用車２０１には、フラップ２１３の動作（展開および収納
）を制御するための制御装置２４４が設けられている。制御装置２４４は、第一のフラッ
プ駆動装置２４１、第二のフラップ駆動装置２４２および第三のフラップ駆動装置２４３
とそれぞれ電気的に接続されており、これら第一のフラップ駆動装置２４１、第二のフラ
ップ駆動装置２４２および第三のフラップ駆動装置２４３の駆動をそれぞれ独立して制御
することができるようになっている。ここで、第一のフラップ駆動装置２４１、第二のフ
ラップ駆動装置２４２および第三のフラップ駆動装置２４３としては、実施例１と同様に
、種々の駆動源および機構等をそれぞれ採用することができる。
【００７１】
　また、図１１に示すように、水陸両用車２０１には、当該水陸両用車２０１の移動状態
（水上航行または陸上走行等）を検出可能な移動状態検出装置２４５と、水上航行時にお
ける水陸両用車２０１の航行状態を検出可能な航行状態検出装置２４６が設けられている
。移動状態検出手段２４５および航行状態検出装置２４６は、制御装置２４４とそれぞれ
電気的に接続されており、制御装置２４４は、移動状態検出２４５および航行状態検出装
置２４６の検出結果に基づいて、第一のフラップ駆動装置２４１、第二のフラップ駆動装
置２４２および第三のフラップ駆動装置２４３の駆動をそれぞれ制御するようになってい
る。ここで、移動状態検出装置２４５および航行状態検出装置２４６としては、実施例１
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と同様に、種々のセンサ等を採用することができる。
【００７２】
　本発明の実施例２に係る水陸両用車の動作について、図７から図１１を参照して説明す
る。
【００７３】
　まず、水陸両用車２０１が図示しない動力源によって装輪（または装軌）２１２を駆動
して陸上を走行しているとき、フラップ２１３は全収納状態にある（図７参照）。
【００７４】
　全収納状態のフラップ２１３は、下段フラップ２２１が短尺状態で車両本体２１１の前
面２１１ａに近接するように収納されると共に、上段フラップ２２２が車両本体２１１の
上面２１１ｂに近接するように収納された状態である。
【００７５】
　続いて、例えば、水陸両用車２０１が進水して図示しない動力源によって図示しないプ
ロペラを駆動して水上を航行すると、移動状態検出装置２４５は、水陸両用車２０１の移
動状態が陸上走行状態から水上航行状態へと移行したことを検出する（図８および図１１
参照）。
【００７６】
　また、水陸両用車２０１が陸上走行状態から水上航行状態へと移行した直後は、当該水
陸両用車２０１は喫水の深い浮航状態であるので、航行状態検出装置２４６は、水陸両用
車２０１の航行状態が浮航状態であることを検出する。
【００７７】
　よって、制御装置２４４は、これら移動状態検出装置２４５および航行状態検出装置２
４６の検出結果に基づいて、第一のフラップ駆動装置２４１と第二のフラップ駆動装置２
４２と第三のフラップ駆動装置２４３とをそれぞれ駆動し、フラップ２１３を全収納状態
から全展開状態へ変態する。
【００７８】
　全展開状態のフラップ２１３は、下段フラップ２２１が長尺状態で車両本体２１１の前
面２１１ａから離れるように展開されると共に、上段フラップ２２２が車両本体１１の上
面２１１ｂから離れるように展開された状態である。
【００７９】
　つまり、水陸両用車２０１が陸上走行状態から水上航行状態（浮航状態）へ移行すると
、下段フラップ２２１（第一下段フラップ２３１）が第一のフラップ駆動装置２４１によ
って車両本体２１１の前面２１１ａから離れるように展開されると共に、第二下段フラッ
プ２３２が第二のフラップ駆動装置２４２によって第一下段フラップ２３１に対してずれ
るように展開され、上段フラップ２２２が第三のフラップ駆動装置２４３によって車両本
体２１１の上面２１１ｂから離れるように展開される。
【００８０】
　続いて、水陸両用車２０１が水上航行において増速して浮航状態から滑走状態へ移行す
ると、航行状態検出装置２４６は、水陸両用車２０１の航行状態が浮航状態から滑走状態
へと移行したことを検出する（図９および図１１参照）。
【００８１】
　よって、制御装置２４４は、この航行状態検出装置２４６の検出結果に基づいて、第二
のフラップ駆動装置２４２だけを駆動し、フラップ２１３を全展開状態から部分展開状態
（部分収納状態）へ変態する。
【００８２】
　部分展開状態（部分収納状態）のフラップ２１３は、下段フラップ２２１が短尺状態で
車両本体２１１の前面２１１ａから離れるように展開されると共に、上段フラップ２２２
が車両本体２１１の上面２１１ｂから離れるように展開された状態である。
【００８３】
　つまり、水陸両用車２０１が水上航行状態において浮航状態から滑走状態へ移行すると
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、下段フラップ２２１（第一下段フラップ２３１）および上段フラップ２２２が展開され
たままの状態で、第二下段フラップ２３２が第二のフラップ駆動装置２４２によって第一
下段フラップ２３１に対して重なり合うように収納される。
【００８４】
　続いて、水陸両用車２０１が水上航行において減速して滑走状態から浮航状態へと移行
すると、航行状態検出装置２４６は、水陸両用車２０１の航行状態が滑走状態から浮航状
態へと移行したことを検出する（図８および図１１参照）。
【００８５】
　よって、制御装置２４４は、この航行状態検出装置２４６の検出結果に基づいて、第二
のフラップ駆動装置２４２だけを駆動し、フラップ２１３を部分展開状態（部分収納状態
）から全展開状態へ変態する。
【００８６】
　つまり、水陸両用車２０１が水上航行状態において滑走状態から浮航状態へ移行すると
、下段フラップ２２１（第一下段フラップ２３１）が展開されたままの状態で、第二下段
フラップ２３２が第二のフラップ駆動装置２４２によって第一下段フラップ２３１に対し
てずれるように展開される。
【００８７】
　続いて、例えば、水陸両用車２０１が上陸して図示しない動力源によって装輪２１２を
駆動して陸上を走行すると、移動状態検出装置２４５は、水陸両用車２０１の移動状態が
水上航行状態から陸上走行状態へと移行したことを検出する（図７および図１１参照）。
【００８８】
　よって、制御装置２４４は、この移動状態検出装置２４５の検出結果に基づいて、第一
のフラップ駆動装置２４１と第二のフラップ駆動装置２４２と第三のフラップ駆動装置２
４３とをそれぞれ駆動し、フラップ２１３を全展開状態から全収納状態へ変態する。
【００８９】
　つまり、水陸両用車２０１が水上航行状態（浮航状態）から陸上走行状態へ移行すると
、第二下段フラップ２３２が第二のフラップ駆動装置２４２によって第一下段フラップ２
３１に対して重なり合うように収納され、下段フラップ２２１（第一下段フラップ２３１
）が第一のフラップ駆動装置２４１によって車両本体２１１の前面２１１ａに近接するよ
うに収納されると共に、上段フラップ２２２が第三のフラップ駆動装置２４３によって車
両本体２１１の上面２１１ｂに近接するように収納される。
【００９０】
　本実施例に係る水陸両用車２０１によれば、下段フラップ２２１（フラップ２１３）が
そのフラップ長さを可変に構成されているので、下段フラップ２２１（長尺状態）のフラ
ップ長さＬ221Bを従来のものよりも長く設定し、フラップ２１３（全展開状態）のフラッ
プ長さＬ213を従来のものよりも長く設定することができる（図１０参照）。このように
従来のものよりも長大なフラップ２１３を備えることにより、水陸両用車２０１は、水上
航行時において従来のものよりも水からの揚力を受け易くなるので、従来のものよりも効
率的に浮航状態から滑走状態へと移行して目的地まで早く移動することができる。
【００９１】
　また、本実施例に係る水陸両用車２０１によれば、長大なフラップ２１３を備えたこと
により、フラップ２１３と水面（喫水線）１００との接触角度θ201を従来のものよりも
小さく設定することもできる（図８参照）。このようにフラップ２１３と水面（喫水線）
１００との接触角度θ201を小さく設定することにより、水陸両用車２０１は、水上航行
時において従来のものよりも水の抵抗をより低減して航行することができるので、従来の
ものよりもより効率的に浮航状態から滑走状態へ移行して目的地までより早く移動するこ
とができる。
【００９２】
　また、本実施例に係る水陸両用車２０１によれば、下段フラップ２２１がそのフラップ
長さを可変に構成されているので、短尺状態の下段フラップ２２１のフラップ長さＬ221A
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を従来のものと略同等の長さに設定することができる（図７および図１０参照）。このよ
うに短尺状態の下段フラップ２２１を従来のものと略同等のフラップ長さＬ221Aとするこ
とにより、運転席２１４の車窓２１４ａからの視界を妨げることなく、下段フラップ２２
１（第一下段フラップ２３１および第二下段フラップ２３２）を車両本体２１１の前面２
１１ａに近接するように収納することができると共に、上段フラップ２２２を運転席１４
（車窓１４ａ）からの視界を妨げることなく車両本体１１の上面１１ｂに近接するように
収納することができる。
【００９３】
　また、本実施例に係る水陸両用車２０１によれば、下段フラップ２２１を車両本体２１
１の前面２１１ａに近接するように収納することができるので、水陸両用車２０１は、陸
上走行時においてフラップ２１３（下段フラップ２２１）を段差等と接触させることなく
、陸上（不整地や段差等）を走行することができる。
【００９４】
　また、本実施例に係る水陸両用車２０１によれば、下段フラップ２２１（フラップ２１
３）がそのフラップ長さを可変に構成されているので、水陸両用車２０１の航行状態が滑
走状態に移行した際には、下段フラップ２２１（フラップ２１３）を短尺状態とすること
により、フラップ２１３の水面（喫水線）１００から突出する突出量Ｄ201を抑えること
ができる（図９参照）。このように滑走状態においてフラップ２１３の水面１００からの
突出量Ｄ201を抑えることにより、水陸両用車２０１は、水上航行時において空気の抵抗
を低減して航行することができるので、滑走状態で効率的に航行して目的地まで早く移動
することができる。
【００９５】
　また、本実施例に係る水陸両用車２０１によれば、滑走状態において車両本体２１１の
前方部が上向き（鉛直方向上側）に傾いたとしても、フラップ２１３の水面１００からの
突出量Ｄ201を抑えることにより、運転席２１４の車窓２１４ａから水平方向における視
界を良好に確保することができる（図９参照）。
【００９６】
　本実施例においては、下段フラップ２２１を互いに摺動可能な第一下段フラップ２３１
と第二下段フラップ２３２とから概略構成し、これら第一下段フラップ２３１と第二下段
フラップ２３２との摺動動作により、下段フラップ２２１（フラップ２１３）のフラップ
長さを可変に構成している。もちろん、本発明は、本実施例の構成のものに限定されるも
のではない。例えば、下段フラップを互いに回転可能な複数枚（例えば、三枚）のフラッ
プ（板状部材）で構成し、これら複数枚のフラップの回転動作により、下段フラップ（フ
ラップ）のフラップ長さを可変に構成しても良い。
【００９７】
　また、本実施例においては、下段フラップ２２１と装輪２１２との干渉を回避するため
に、第一下段フラップ２３１と第二下段フラップ２３２との車両幅方向の長さを異に形成
し、下段フラップ２２１を略Ｔ字形状に形成して当該下段フラップ２２１に切り欠き部２
２１ｃを設けている。もちろん、本発明は、本実施例の構成のものに限定されない。例え
ば、装輪との干渉を回避する程度に第一下段フラップと第二下段フラップとの車両幅方向
の長さを略同じに形成しても良く、また、略Ｔ字形状に（車両幅方向の長さを異にして）
形成した下段フラップの切り欠き部を水上航行時において閉塞可能な構成としても良い。
【００９８】
　また、本実施例においては、水陸両用車２０１の移動状態が水上航行状態または陸上走
行状態へ移行すると、移動状態検出装置２４５がその移行状態を検出し、制御装置２４４
がその移動状態検出装置２４５の検出結果に基づいて第一のフラップ駆動装置２４１、第
二のフラップ駆動装置２４２および第三のフラップ駆動装置２４３の駆動をそれぞれ制御
するようにしている。もちろん、本発明は、本実施例の構成のものに限定されない。例え
ば、制御装置が移動状態検出装置であるスイッチの操作に基づいて第一のフラップ駆動装
置、第二のフラップ駆動装置および第三のフラップ駆動装置の駆動をそれぞれ制御するよ
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うにしても良く、また、移動状態検出装置を水陸両用車の移動状態の移行を予測すること
ができるものとし、制御装置が水陸両用車の移動状態の移行前（直前）に第一のフラップ
駆動装置、第二のフラップ駆動装置および第三のフラップ駆動装置の駆動をそれぞれ制御
するようにしても良い。これらの構成によれば、例えば、水陸両用車が水上に浮いた状態
においてフラップを収納することも可能である。
【００９９】
　また、例えば、実施例１と実施例２とを組み合わせ、下段フラップおよび上段フラップ
のそれぞれフラップ長さを可変に構成しても良い。このような構成の収納式フラップを備
えた水陸両用車は、実施例１および実施例２に係る水陸両用車１と同様の作用効果を奏す
ることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１００】
１　　　水陸両用車
１１　　車両本体
１１ａ　車両本体の前面
１１ｂ　車両本体の上面
１１ｃ　車両本体の進行方向前方側における下端縁
１２　　装輪
１３　　フラップ
１４　　運転席
１４ａ　運転席の車窓
２１　　下段フラップ
２１ａ　下段フラップの下端縁
２１ｂ　下段フラップの上端縁
２１ｃ　下段フラップの切り欠き部
２２　　上段フラップ
２３　　第一のヒンジ
２４　　第二のヒンジ
３１　　第一の上段フラップ（第一のフラップ部材）
３１ａ　第一の上段フラップの下端縁
３１ｂ　第一の上段フラップの前面
３２　　第二の上段フラップ（第二のフラップ部材）
３２ａ　第二の上段フラップの後面
４１　　第一のフラップ駆動装置（駆動装置）
４２　　第二のフラップ駆動装置（駆動装置）
４３　　第三のフラップ駆動装置（駆動装置）
４４　　制御装置
４５　　移動状態検出装置
４６　　航行状態検出装置
１００　水面（喫水線）
Ｄ1　　　フラップの突出量
Ｌ13　　フラップのフラップ長さ
Ｌ22A　　上段フラップ（短尺状態）のフラップ長さ
Ｌ22B　　上段フラップ（長尺状態）のフラップ長さ
θ1　　　フラップの接触角度
２０１　　水陸両用車
２１１　　車両本体
２１１ａ　車両本体の前面
２１１ｂ　車両本体の上面
２１１ｃ　車両本体の進行方向前方側における下端縁
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２１２　　装輪
２１３　　フラップ
２１４　　運転席
２１４ａ　運転席の車窓
２２１　　下段フラップ
２２１ｃ　下段フラップの切り欠き部
２２２　　上段フラップ
２２２ａ　上段フラップの下端縁
２２３　　第一のヒンジ
２２４　　第二のヒンジ
２３１　　第一の下段フラップ（第一のフラップ部材）
２３１ａ　第一の下段フラップの下端縁
２３１ｂ　第一の下段フラップの前面
２３２　　第二の下段フラップ（第二のフラップ部材）
２３２ａ　第二の下段フラップの後面
２３２ｂ　第二の下段フラップの上端縁
２４１　　第一のフラップ駆動装置（駆動装置）
２４２　　第二のフラップ駆動装置（駆動装置）
２４３　　第三のフラップ駆動装置（駆動装置）
２４４　　制御装置
２４５　　移動状態検出装置
２４６　　航行状態検出装置
Ｄ201　　　フラップの突出量
Ｌ213　　　フラップのフラップ長さ
Ｌ221A　　　下段フラップ（短尺状態）のフラップ長さ
Ｌ221B　　　下段フラップ（長尺状態）のフラップ長さ
θ201　　　フラップの接触角度
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